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第１章 計画の策定にあたって
第１節 計画の趣旨
障がいの有無にかかわらず、誰もが住みやすいと感じることのできる社会の実現に向け

た国際的な取り組みとして、「完全参加と平等」をテーマとする「国際障害者年」（昭和

56 年）や、それに続く「国連・障害者の十年」を契機に、障がいのある人への支援のあり

方は大きく変化してきています。

国内の動きとしては、平成 23 年 6 月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律（以下「障害者虐待防止法」という。）」を制定し、障がい者虐待防止

の具体的な枠組み等を定め、平成 24 年 6 月に制定した「国等による障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進等に関する法律（以下「障害者優先調達推進法」という。）」では、

障がい者就労施設等の受注の機会を確保し、障がい者就労施設で就労する障がいのある人

の自立の促進を図るための必要な事項等を定めています。また、平成 25 年 4 月に「障害者

自立支援法」を抜本的に見直し、障がいのある人の範囲に難病患者を追加するなど障がい

者支援の拡充が図られたことにあわせて、法律名を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」へ変更しました。

さらに、障がいのある人の人権及び基本的自由を保証し、障がいのある人固有の尊厳の

尊重を促進することを目的として、障がいのある人の権利の実現のための措置等について

定める「障害者の権利に関する条約」について、平成 26 年 1 月に批准し、同年 2 月に同条

約は我が国において効力が生じました。

近年の動きとしては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害

者差別解消法」という。）」が平成 28 年度より施行されるとともに、「障害者の雇用の促

進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）」の改正により障がい者施策推

進のための基本的な方針が示されました。また、平成 30 年 4 月に児童福祉法が改正され、

専門機関が有機的な連携を図り、多様化する障がい児支援のニーズにきめ細かく対応する

ことを定めた「障がい児福祉計画」の策定が義務付けられました。

令和４年５月には、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とした、「障

害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」（いわ

ゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案）が施行されまし

た。

酒々井町においても、このような国・県の動向に対応しながら、「第３次酒々井町障害

者計画」（計画期間：平成 30 年度～令和４年度）を策定し、基本理念を➀人権の尊重、②

障害のある人の自立、③地域住民との共助・協働、➃生活環境の整備、⑤ネットワークづ

くりの５つの柱とし、様々な障がい者福祉施策を推進してきました。この度、第３次計画

の期間の満了にともない、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の指

針として「第４次酒々井町障がい者計画」を策定しました。
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第２節 計画の位置づけと役割
（１）この計画は、障害者基本法第 7 条第 3 項に規定されている「障害者基本計画」及び

「千葉県障害者計画」を基本とするとともに、地方自治法第２条第４項に規定され

ている当町の基本構想に即し、かつ、当町における障がいのある人の状況を踏まえ、

当町における障がいのある人のための施策に関する基本的な計画です。

（２）この計画は、「第６次酒々井町総合計画」（計画期間：令和４年度～１３年度）と整

合を図りながら推進するものであり、この計画に位置づけられた施策は、町の実施

計画に反映させ、財政状況等を勘案しながら計画的な実施を図るものとします。

（３）この計画は、障がいのある人の福祉・保健・医療分野にとどまらず生活全般にかか

わる総合的な計画であり、「酒々井町地域福祉計画・活動計画」（現在策定中）をは

じめ関連する個別計画と整合を図りながら効果的な推進を図るものとします。

（４）この計画が、障がいのある人に対する総合施策を定める基本計画としての性格を有

するものであるのに対し、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「障がい福祉

計画及び障がい児福祉計画」は、障がい福祉サービスなどの事業について、必要な

サービス見込量等の数値目標や見込量確保のための方策などを掲げる実施計画とし

て位置づけられます。この２つの計画は、それぞれの計画の役割と調和を図りなが

ら、策定していきます。
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第３節 計画の期間
この計画は、令和５年度に策定される「第７期酒々井町障がい福祉計画及び第３期障が

い児福祉計画」と計画期間を合わせるため、令和５年度（2023 年）を初年度とし令和８

（2026 年）までの４か年計画とします。

なお、今後の諸情勢の変化に柔軟に対応できるよう必要に応じて適宜内容の見直しに努

めるものとします。

第４節 計画の策定方針
本計画は、以下に示す５点の策定方針に基づき策定します。

（1）障害者手帳所持者（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）及び指

定難病見舞金対象者へのアンケート調査及び、障がいを持たない住民へのアンケート

調査を基に、障がいのある人の生活実態や福祉サービスのニーズ、住民の意識等を把

握し計画に反映します。

（2）前計画の計画期間中に、「障害者総合支援法」や「児童福祉法」、その他関連法令

の改正があったことを踏まえ策定します。

（3）パブリックコメントの実施や社会福祉・障がい福祉等の関係者からなる本計画の策

定委員会を設置するなど、町民等より広く意見を聴取し、計画に反映します。

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

令和
10年度

令和
11年度

令和
12年度

令和
13年度

令和
14年度

酒々井町障害者計画

酒々井町障害福祉計画・
障害児福祉計画

計画

策定

計画

策定

第４期計画：令和５年度～８年度
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第２章 障がいのある人の状況
第１節 障害者手帳所持者数等の動向

１ 人口の動向

人口の動向をみると、平成 29 年の本町の総人口は 20,954 人でしたが、令和３年では

20,528 人と 4年間で 426 人の減少となっています。

年齢 3 区分別人口比率を比較すると、年少人口や生産年齢人口が減少傾向となっている

一方で、高齢者人口は増加傾向となっており、令和３年の高齢者人口を平成 29 年と比べる

と 281 人増加しています。

■人口の状況

■年齢 3区分別人口比率の状況

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在）

2,319 2,293 2,167 2,097 2,014

12,208 12,142 12,019 12,001 11,806

6,427 6,471 6,592 6,629 6,708

20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
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２ 障がいのある人等の状況

（１）障害者手帳所持者数の状況

障害者手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳）所持者は、令和

元年から令和２年にかけ減少しましたが、令和３年３月、876 人と再び増加傾向となって

います。

総人口における手帳所持者数比も同様の傾向となっています。

身体障害者手帳所持者が増減している一方、精神障害者保健福祉手帳所持者、療育手

帳所持者は増加傾向となっています。

■障害者手帳所持者数の推移

※手帳所持者数（各年度４月１日現在）

※伸び率は平成 29 年度を 100％とした場合の伸び率

※総人口は住民基本台帳人口より（各年度４月１日現在）

資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

672 684 734

554 553
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（人）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 総人口における

手帳所持者数比

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
手帳所持者（人） 945 969 1037 862 876
手帳所持者伸び率 100.0% 102.5% 109.7% 91.2% 92.7%
総人口（人） 20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
総人口伸び率 100.0% 99.8% 99.2% 98.9% 98.0%
総人口における
手帳所持者数比

4.51% 4.64% 4.99% 4.16% 4.27%

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
身体障害者手帳 672 684 734 554 553
療育手帳 125 125 130 137 141
精神障害者保健福祉手帳 148 160 173 171 182
計 945 969 1,037 862 876
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（２）身体障がいのある人の状況

身体障がいのある人・児童数（身体障害者手帳所持者数）は、令和元年から令和２年

にかけ減少しましたが、令和３年３月現在、553 人となっており、令和２年からほぼ横ば

いとなっています。

手帳所持者の伸び率、総人口における手帳所持者数比はともに減少傾向となっていま

す。

また、身体障がいのある人の障がい等級別の構成をみると、「１級」が 200 人で最も多く「２

級」の 82 人を加えると「重度障がいのある人」が全体の半数以上を占めています。

なお、年齢別でみると、65 歳以上が 398 人で全体の７割以上を占めています。

■身体障害者手帳所持者の推移

※手帳所持者数（各年度４月１日現在）

※伸び率は平成 29 年度を 100％とした場合の伸び率

※総人口は住民基本台帳人口より（各年度４月１日現在）

資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
身体障害者手帳所持者（人） 672 684 734 554 553
手帳所持者伸び率 100.0% 101.8% 109.2% 82.4% 82.3%
総人口（人） 20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
総人口伸び率 100.0% 99.8% 99.2% 98.9% 98.0%
総人口における
手帳所持者数比

3.21% 3.27% 3.53% 2.67% 2.69%
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（人）

身体障害者手帳所持者（人） 総人口における

手帳所持者数比

1級 2級 3級 4級 5級 6級 計
18歳未満 2 2 2 1 0 0 7 1.3%
18歳以上40歳未満 9 6 3 7 1 1 27 4.9%
40歳以上65歳未満 42 21 13 22 13 10 121 21.9%
65歳以上 147 53 55 98 21 24 398 72.0%
合計 200 82 73 128 35 35 553 100.0%
障害程度割合 36.2% 14.8% 13.2% 23.1% 6.3% 6.3% 100.0%

年齢別
割合

手帳所持者数（人）
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■身体障がい種別の状況

障がい部位別の身体障がいのある人数（身体障害者手帳の障がい種類別所持状況）は、令和３

年３月現在、「肢体不自由」が 267 人と最も多く全体の 48.3％を占めています。また、「内部障が

い」が 213 人（38.5％）で続いています。

このほか、「視覚障がい」が23人、「聴覚・平衡機能障がい」が44人、「音声・言語・そしゃく

機能障がい」が６人という状況です。

障がい種類別人数の推移

※手帳所持者数（各年度４月１日現在）

※下段の数値は、手帳所持者数に占める割

内部障がい別人数の推移

※手帳所持者数（各年度４月１日現在）

※下段の数値は、手帳所持者数に占める割

資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
233 246 272 209 213

34.7% 36.0% 37.1% 37.7% 38.5%
115 118 127 97 102

17.1% 17.3% 17.3% 17.5% 18.4%
61 66 78 57 60

9.1% 9.6% 10.6% 10.3% 10.8%
11 13 14 7 7

1.6% 1.9% 1.9% 1.3% 1.3%
38 40 44 40 36

5.7% 5.8% 6.0% 7.2% 6.5%
0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 7 7 6 6

0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1%
2 2 2 2 2

0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%

免疫機能障がい

肝臓機能障がい

内部障がい（人）

心臓機能障がい

じん臓機能障がい

呼吸器機能障がい

ぼうこう・直腸機能障がい

小腸機能障がい

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
672 684 734 554 553

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
34 35 38 23 23

5.1% 5.1% 5.2% 4.2% 4.2%
40 43 47 44 44

6.0% 6.3% 6.4% 7.9% 8.0%
7 7 8 6 6

1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1%
358 353 369 272 267

53.3% 51.6% 50.3% 49.1% 48.3%
233 246 272 209 213

34.7% 36.0% 37.1% 37.7% 38.5%

手帳所持者数（人）

視覚障がい

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・そしゃく
機能障がい

肢体不自由

内部障がい
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（３）療育手帳所持者の状況

療育手帳の所持者数は、令和３年３月現在で141人、対人口比は0.69％となっており、平成29

年度との比較では、16 人の増加となっています。

障がい等級別の構成でみると、最重度・重度の方が 39 人で全体の 27.7％を占めています。ま

た、中度は 36 人、軽度は 66 人という状況です。

年齢別では、18 歳以上が 110 人で全体の 78％を占めています。また、18 歳未満が 31 人となっ

ています。

■療育手帳所持者数の推移

※手帳所持者数（各年度４月１日現在）

※伸び率は平成 29 年度を 100％とした場合の伸び率

※総人口は住民基本台帳人口より（各年４月１日現在）

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
療育手帳所持者（人） 125 125 130 137 141
手帳所持者伸び率 100.0% 100.0% 104.0% 109.6% 112.8%
総人口（人） 20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
総人口伸び率 100.0% 99.8% 99.2% 98.9% 98.0%
総人口における
手帳所持者数比

0.60% 0.60% 0.63% 0.66% 0.69%

125 125
130

137 141

0.60% 0.60%
0.63%

0.66%
0.69%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

0

50
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250

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

療育手帳所持者（人） 総人口における

手帳所持者数比

最重度・重度
Ａ・Aの1

中度
Bの1

軽度
Bの2

計

18歳未満 6 7 18 31
障がい程度別割合 19.4% 22.6% 58.1% 100.0%
18歳以上 33 29 48 110
障がい程度別割合 30.0% 26.4% 43.6% 100.0%
計 39 36 66 141
障がい程度別割合 27.7% 25.5% 46.8% 100.0%
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資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

（４）精神障害者保健福祉手帳所持者・精神通院医療受給者の状況

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、令和３年３月現在 182 人であり、平成 29 年度

より増加傾向を示し、34 人増加しています。なお、等級別に見ると、２級の人が 59.1％

と半数以上を占めています。

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別状況

※手帳所持者数（各年度４月１日現在）

※伸び率は平成 29 年度を 100％とした場合の伸び率

※総人口は住民基本台帳人口より（各年４月１日現在）

資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
精神障害者保健福祉手帳所持者（人） 148 160 173 171 182
手帳所持者伸び率 100.0% 108.1% 116.9% 115.5% 123.0%
総人口（人） 20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
総人口伸び率 100.0% 99.8% 99.2% 98.9% 98.0%
総人口における
手帳所持者数比

0.71% 0.77% 0.83% 0.83% 0.89%

148
160

173 171
1820.71%

0.77%

0.83% 0.83%

0.89%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

0

50

100

150

200

250

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

精神障害者保健福祉手帳所持者（人） 総人口における

手帳所持者数比

手帳所持者数（人） 構成比
１級 23 13.5%
２級 101 59.1%
３級 47 27.5%
合計 171 100.0%
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自立支援医療費（精神通院）受給者数は令和３年３月現在 291 人となっており、近年

の増減はあるものの、平成 29 年より 54 人増加しています。

■自立支援医療費（精神通院）受給者数の状況

※自立支援医療費（精神通院）受給者数（各年度４月１日現在）

※伸び率は平成 29 年度を 100％とした場合の伸び率

※総人口は住民基本台帳人口より（各年４月１日現在）

資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
自立支援医療費（精神通院）受給者（人） 237 259 290 215 291
受給者伸び率 160.1% 175.0% 195.9% 145.3% 196.6%
総人口（人） 20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
総人口伸び率 100.0% 99.8% 99.2% 98.9% 98.0%
総人口における
受給者数比

1.13% 1.24% 1.40% 1.04% 1.42%

237
259

290

215

291

1.13%

1.24%

1.40%

1.04%

1.42%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%
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200

300

400

500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

自立支援医療費（精神通院）受給者（人） 総人口における

受給者数比
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（５）指定難病見舞金受給者・小児慢性特定疾病医療費受給者数の状況

指定難病見舞金受給者数は、令和３年３月現在 129 人であり、平成 29 年度よりは減少

していますが、近年では増加傾向となっています。

小児慢性特定疾病医療費受給者数は令和３年３月現在 10 人となっています。

■指定難病見舞金受給者の状況

※指定難病見舞金受給者数（各年度４月１日現在）

※伸び率は平成 29 年度を 100％とした場合の伸び率

※総人口は住民基本台帳人口より（各年４月１日現在）

資料：福祉班調べ（各年 4月 1日）

138

108 108
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0.66%

0.52% 0.52%

0.57%

0.63%

0.0%
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平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

受給者者（人） 総人口における

受給者数比

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
指定難病見舞金受給者（人） 138 108 108 118 129
小児慢性特定疾病医療費受給者（人） 16 13 10 11 10

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
受給者（人） 138 108 108 118 129
伸び率 100.0% 78.3% 78.3% 85.5% 93.5%
総人口（人） 20,954 20,906 20,778 20,727 20,528
総人口伸び率 100.0% 99.8% 99.2% 98.9% 98.0%
総人口における
受給者数比

0.66% 0.52% 0.52% 0.57% 0.63%
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第２節 酒々井町第４次酒々井町障がい者計画策定に伴うアンケート調査結果

１ 目的

第４次酒々井町障がい者計画の策定にあたり、障がい者施策のあり方を具体的に明示し、

町民の協力と参加のもと、必要な施策を体系的・総合的に推進するために、町民の皆様よ

り障がい者支援に関するご家庭の実情やニーズ、ご意見等の把握を行うためのアンケート

調査を実施しました。

２ 調査期間

令和４年８月 17 日（水）～ 令和４年９月２日（金）

３ 調査対象者

①無作為に抽出した障害者手帳の交付を受けていない町内在住の 20 歳以上の人（以下

「障がいをもっていない住民」という。）

②各種障害者手帳所持者、自立支援医療費（精神通院医療）受給者及び指定難病見舞金

受給者（以下「障がいのある人」という。）

４ 配布数及び回収数

※・図表中の「n」は集計対象者数を表しており、割合「％」は、「n」を 100％として算出しています。

・回答の構成比は少数第 2 位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100％にはなりません。

・質問に対して 2つ以上回答できる複数回答の設問については、割合（％）の合計が 100％を超える

場合があります。

配布数 回収数 回収率

①障がいをもっていない住民 200 70 35.0％

②障がいのある人 939 465 49.5％
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５ 障がいのある人調査結果概要

（１）あなたは、コミュニケーションに不安を感じることはありますか。（1つに〇）

コミュニケーションに不安を感じることがあるかについては、「かなりある」（14.0％）、「時々あ

る」（28.0％）を合わせた『ある（計）』が 42.0％となっていて、「あまりない」（21.7％）、「全くな

い」（33.8％）を合わせた『ない（計）』が 55.5％となっています。

（２）今後、暮らしたい生活の場はどのようなものですか。（１つに○）

今後、暮らしたい生活の場については、「家族と一緒に自宅で生活したい」が 72.7％と最も多く、

次いで「家を借りたり購入してひとりで生活したい」が 6.7％、「グループホーム等で共同ができる

施設を利用したい」が 4.7％となっています。また、「その他」が 4.9％となっています。

14.0%

28.0%

21.7%

33.8%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40%

かなりある

時々ある

あまりない

全くない

無回答

72.7%

6.7%

3.7%

4.7%

0.4%

4.9%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80%

家族と一緒に自宅で生活したい

家を借りたり購入してひとりで生活したい

障がい者施設・老人福祉施設に入所したい

グループホーム等で共同生活ができる施設を利用したい

病院に入院したい

その他

無回答

N=465

N=465
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（３）毎日の生活の中でどのような場合に介助が必要ですか。（あてはまるものすべてに○）

毎日の生活の中でどのような介助が必要かについては、「特にない」が 44.5％と最も多く、次い

で「買い物・通院等をする」が 39.4％、「調理をする」が 27.5％となっています。

9.0%

19.6%

13.3%

14.2%

6.0%

22.8%

27.5%

9.2%

39.4%

14.2%

24.5%

16.8%

21.3%

3.2%

44.5%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

食事を取る（自分で食べること）

入浴する

トイレに行く

着替えをする

寝起き・寝返りをする

洗濯をする

調理をする

家の中を移動する

買い物・通院等をする

自分の考え等を他人に伝える

お金（生活費等）を管理する

戸締り・火の始末をする

健康管理（薬を飲む等）をする

その他

特にない

無回答 N=465
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（４）あなたが悩みや困ったことを相談するのは誰（どこ）ですか。（あてはまるものすべてに○）

悩みや困ったことを相談する人（場所）については、「家族・親戚」が 79.6％と最も多く、次い

で「医師・看護師」が 27.3％、「友人・知人」が 22.4％となっています。

79.6%

22.4%

3.2%

5.2%

27.3%

5.2%

8.6%

12.9%

3.7%

0.2%

4.1%

4.1%

1.9%

1.5%

2.6%

1.9%

0.4%

0.0%

4.5%

2.6%

8.8%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親戚

友人・知人

保育園･幼稚園･学校

職場

医師・看護師

ソーシャルワーカー

通所施設

役場(保健センターを含む)

健康福祉センター（保健所）

児童相談所

障害者就業・生活支援センター

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

身体障害者相談員

知的障害者相談員

ホームヘルパー

障がい者(児)の団体

ボランティア

相談支援事業所

その他

特にいない

無回答 N=465
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（５）あなたは『しすいふれ愛タクシー』を利用したことがありますか。（１つに○）

『しすいふれ愛タクシー』を利用したことがあるかについては、「利用したことがある」23.4％

に対し、「利用したことがない」が 74.6％となっています。

（６）外出のとき、不便に感じたり困ることは何ですか。（あてはまるものすべてに○）

外出のとき、不便に感じたり困ることについては、「バス等の交通機関が少ない」が 23.7％と最

も多く、次いで「身近な公園や歩道のベンチ等、休憩できる場所が少ない」が 17.6％、「自家用車

を利用する際、障がい者用駐車場がない、または少ない」が 15.9％となっています。

利用したこと

がある

23.4%

利用したことがない

74.6%

無回答

1.9%

23.7%

15.9%

13.5%

15.3%

12.7%

0.6%

9.5%

6.2%

17.6%

13.3%

14.8%

1.1%

5.2%

11.0%

7.7%

7.1%

10.8%

18.7%

0% 10% 20% 30% 40%

バス等の交通機関が少ない

自家用車を利用する際、障がい者用駐車場がない、または少ない

交通事故に遭うのではないかという不安がある

道路や駅の段差や階段に問題が多い（狭い、障害物、誘導ブロックの不備等）

歩道に問題が多い（狭い、障害物、誘導ブロックの不備等）

点字・音声等の案内が少ない

身体障がい者用のトイレが少ない

建物内の設備が利用しにくい（階段、エレベーター、案内表示等）

身近な公園や歩道のベンチ等、休憩できる場所が少ない

緊急時の対処法がわからない

お金がかかる

障がいを理由に利用を断られる施設がある

周囲の人の理解がない

人の目が気になる

騒音が苦手

介助者がいない、または不足

その他

無回答

N=465

N=465
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（７）地震や洪水等の災害が発生した場合、あなたは一人で避難することができますか。（１つに○）

災害が発生した場合、一人で避難することができるかについては、「できる」が 44.5％に対し、

「できない」が 35.1％となっています。また、「わからない」が 17.8％となっています。

（８）あなたはこれからどのようなことをしたいと思いますか（継続する活動も含みます）。 （あ

てはまるものすべてに○）

これからどのようなことをしたいと思うかについては、「買い物」が 55.9％と最も多く、次いで

「旅行」が 52.3％、「自分の生きがいを見つける」が 25.8％となっています。

できる

44.5%

できない

35.1%

わからない

17.8%

無回答

2.6%

20.6%

52.3%

55.9%

5.4%

6.0%

19.4%

11.4%

13.8%

25.8%

4.5%

16.3%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

スポーツやレクリエーション

旅行

買い物

ボランティア活動

障がい者団体の活動

趣味等のサークル活動

講座や講演会等への参加

地域の行事やお祭りに参加

自分の生きがいを見つける

その他

特に何もしたくない

無回答

N=465

N=465



18

（９）酒々井町は、障がいのある方にとって住みやすいまちだと思いますか。（１つに○）

酒々井町は、障がいのある方にとって住みやすいまちだと思うかについては、「そう思う」

（12.5％）、「まあそう思う」（25.2％）を合わせた『思う（計）』が 37.7％となっていて、「あまり

そう思わない」（13.3％）、「そう思わない」（11.8％）を合わせた『思わない（計）』が 25.1％とな

っています。また、「どちらともいえない」が 32.9％となっています。

（10）日常生活において、障がいがあるために差別や偏見、疎外感を感じることがありますか。

（１つに○）

日常生活において、障がいがあるために差別や偏見、疎外感を感じることがあるかについては、

「よく感じる」（5.4％）、「ときどき感じる」（18.5％）を合わせた『感じる（計）』が 23.9％となっ

ていて、「ほとんど感じたことはない」（47.5％）、「まったく感じたことはない」（23.4％）を合わ

せた『感じたことはない（計）』が 70.9％となっています。

12.5%

25.2%

13.3%

11.8%

32.9%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40%

そう思う

まあそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

どちらともいえない

無回答

5.4%

18.5%

47.5%

23.4%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

よく感じる

ときどき感じる

ほとんど感じたことはない

まったく感じたことはない

無回答

N=465

N=465
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（11）障がいのある方が働くためには、どのようなことが必要だと思いますか。（３つまで○）

障がいのある方が働くために必要なことについては、「障がいのことを理解してくれること」が

62.6％と最も多く、次いで「障がいのある人が働きやすいように環境が工夫されていること」が

48.6％、「体調にあわせて休みや遅刻・早退ができること」が 39.6％となっています。

（12）障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために、どのようなことが必要だと

考えますか。（３つまで○）

障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために、必要なことについては、「保健・医療・

福祉サービスの充実」が 38.1％と最も多く、次いで「相談体制の充実」が 36.1％、「サービス利用

手続きの簡素化」が 32.7％となっています。

39.6%

62.6%

8.2%

19.1%

48.6%

14.0%

2.6%

14.8%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80%

体調にあわせて休みや遅刻・早退ができること

障がいのことを理解してくれること

障がいのある人がたくさん働いていること

仕事に慣れるまで、誰かが付き添ってくれること

障がいのある人が働きやすいように環境が工夫されていること

通勤をサポートしてくれる人がいること

その他

わからない

無回答

36.1%

32.7%

28.2%

11.4%

7.7%

4.7%

38.1%

8.0%

2.2%

15.1%

10.8%

13.1%

11.6%

11.4%

13.5%

2.4%

2.8%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40%

相談体制の充実

サービス利用手続きの簡素化

町から福祉に関する情報提供の充実

保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上

参加しやすいスポーツ・サークル・文化活動の充実

ボランティア活動の育成

保健・医療・福祉サービスの充実

通所施設の整備

地域でともに学べる保育・教育内容の充実

職業訓練の充実や働く場所の確保

障がいの有無に関わらず、住民同士がふれあう機会や場の充実

利用しやすい道路・建物の整備・改善

障がいに配慮した生活の場の確保（グループホーム等）

災害時の避難誘導体制（緊急通報システム等）の整備

差別や偏見をなくすための福祉教育や広報活動の充実

住民を対象としたボランティア養成講座等の開催

その他

無回答

N=465

N=465
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（13）あなたは、地域の方に対して障がいのある人への理解が深まっていると感じますか。

（〇は 1つだけ）

地域の方の障がいのある人への理解が深まっていると感じるかについては、「とても感じる」

（4.3％）、「少し感じる」（28.6％）を合わせた『感じる（計）』が 32.9％となっていて、「あまり感

じない」（40.6％）、「まったく感じない」（12.7％）を合わせた『感じない（計）』が 53.3％となっ

ています。

（14）新型コロナウイルス感染症（COVID19）の流行によって困っていることはありますか。

（あてはまるものすべてに〇）

新型コロナウイルス感染症の流行によって困っていることについては、「感染の不安が常にある」

が 60.9％と最も多く、次いで「外出の機会が減った」が 52.7％、「運動不足で体力が落ちた」が

30.5％となっています。

4.3%

28.6%

40.6%

12.7%

13.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

とても感じる

少し感じる

あまり感じない

まったく感じない

無回答

52.7%

60.9%

28.6%

30.5%

16.3%

29.0%

11.2%

24.3%

5.4%

1.5%

12.5%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80%

外出の機会が減った

感染の不安が常にある

人と話す機会が減った

運動不足で体力が落ちた

趣味活動や社会参加（活動やボランティア活動等）の頻度が減った

不安やストレスを感じるようになった

新型コロナウイルス感染症以外の病気で

病院の受診がしづらくなった

人と交流したいがつながる手段がわからない

その他

特にない

無回答

N=465

N=465
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６ 障がいをもっていない住民調査結果概要

（１）あなたは、今までに障がいをもった方と行動を共にしたことがありますか。（1つに○）

今までに障がいをもった方と行動を共にしたことがあるかについては、「ある」が 45.7％に対し、

「ない」が 54.3％となっています。

（２）障がいのある方がもっと働けるようにするためには、どうすればよいと思いますか。

（あてはまるものすべてに○）

障がいのある方がもっと働けるようにするためには、どうすればよいと思うかについては、「障

がい者施設を整備して障がいのある方が介助者と一緒に働ける環境を増やす」が 57.1％と最も多

く、次いで「会社や事業所等へ雇用するための財政支援を充実する」、「就学中の障がいのある児童

に対して、きめ細かな進路指導を行う」がともに 37.1％、「自宅で仕事ができるような仕組みを整

えること」が 35.7％となっています。

ある

45.7%ない

54.3%

無回答

0.0%

17.1%

37.1%

57.1%

37.1%

35.7%

0.0%

4.3%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

町がもっと障がいのある方を雇用する

会社や事業所等へ雇用するための財政支援を充実する

障がい者施設を整備して障がいのある方が介助者と一緒に働ける

環境を増やす

就学中の障がいのある児童に対して、きめ細かな進路指導を行う

自宅で仕事ができるような仕組みを整えること

その他

わからない

無回答

N=70

N=70
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（３）あなたは、障がいのある方が、差別や権利侵害、偏見を受けていると感じたことはありま

すか。それは具体的にどのような場面ですか。（あてはまるものすべてに〇）

障がいのある方が、差別や権利侵害、偏見を受けていると感じる具体的な場面については、「仕

事」が 55.7％と最も多く、次いで「わからない」が 24.3％、「教育」が 22.9％となっています。

（４）社会全体で障がいのある方への理解が以前より深まったと感じますか。(１つに○)

社会全体で障がいのある方への理解が以前より深まったと感じるかについては、「かなり深まっ

たと思う」（5.7％）、「少しは深まったと思う」（51.4％）を合わせた『深まったと思う（計）』が

57.1％となっていて、「あまり深まったとは思わない」（28.6％）、「まったく深まっていない」

（4.3％）を合わせた『深まっていない（計）』が 32.9％となっています。また、「わからない」が

10.0％となっています。

55.7%

22.9%

17.1%

20.0%

11.4%

5.7%

0.0%

0.0%

24.3%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

仕事

教育

公的サービス

社会制度

恋愛

情報補償

医療

その他

わからない

無回答

5.7%

51.4%

28.6%

4.3%

10.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

かなり深まったと思う

少しは深まったと思う

あまり深まったとは思わない

まったく深まっていない

わからない

無回答

N=70

N=70
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（５）酒々井町が障がいのある方への施策を進める上で、特にどのような事が必要だとお考え

ですか。(５つまで○)

酒々井町が障がいのある方への施策を進める上で、特に必要なことについては、「気軽に何でも

相談できるような体制を充実させる」が 60.0％と最も多く、次いで「自宅で受けられる支援サービ

スを充実させる」が 58.6％、「施設に入所、通所して受けられる支援サービスを充実させる」が

45.7％となっています。

27.1%

17.1%

60.0%

24.3%

58.6%

45.7%

30.0%

20.0%

32.9%

20.0%

40.0%

1.4%

5.7%

41.4%

0.0%

4.3%

1.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

障がいに対する町民の理解を深めるような啓発活動を積極的に行う

文化活動等を通じ、地域の人々との交流を活発にする

気軽に何でも相談できるような体制を充実させる

健康づくりや医療面での支援サービスを充実させる

自宅で受けられる支援サービスを充実させる

施設に入所、通所して受けられる支援サービスを充実させる

障がいのある方の生活を支える福祉関係職員、ボランティア等を育成する

地域に住む人が力を合わせて障がいのある方を支えていく体制づくりを進める

教育や就労等、自立に向けた取り組みを充実させる

経済的な支援を充実する

バリアフリー化を推進し、暮らしやすいまちづくりを進める

まちづくり活動に参画しやすい仕組みをつくる

町民を対象とした、ボランティア養成講座等の開催

災害時の避難誘導体制の整備

特に力を入れるべきことはない

その他

わからない

無回答 N=70
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第３節 現状からみた酒々井町の課題

第１節「障がいのある人等の動向」から第２節の「酒々井町第４次酒々井町障がい者計

画策定に伴うアンケート調査結果」を考察した結果、本町において障がい者施策を進める

うえで主要な課題を、次の７つの項目に整理しました。

１ 理解と交流について

アンケート調査の結果によると、「地域の方に対し、障がいのある人への理解が深まって

いると思うか」という設問で、半数以上の人が「あまり感じない」、「まったく感じない」

と回答しています。障がいのある人に対する「心の壁」を除去するための啓発・広報活動

は、障がい者施策の重要な柱であり、障がいのある人や特別支援教育への理解の促進を図

る必要があります。

また、「障害者差別解消法」の認知度に関しては、約７割の人が「名前も内容も知らなか

った」と回答しているため、「障害者差別解消法」の周知を徹底するとともに、同法に基づ

く社会的障壁の除去や合理的配慮についても実施していく必要があります。

２ 保健・医療について

アンケート調査の結果によると、「障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために

必要なこと」として、「保健・医療・福祉サービスの充実」という回答が第１位となってい

ます。

障がいの原因となるような疾病等の発生を防ぐため、そして障がいの進行を抑制するた

めの「早期発見体制」は必要不可欠であり、健康づくりへの支援はもちろんのこと、適切

な医療を受けられる体制を整備していく必要があります。

３ 療育・教育について

本町における公立小・中学校の特別支援学級の児童生徒数は、令和４年11月１日現在77

人となっています。母子保健施策との緊密な連携のもと、支援を必要とする子どもの早期

発見、早期療育の仕組みや、教育分野との連携を図ったうえで、身近な地域で、どの障が

いにも対応できるサービスが提供され、特性に応じた支援が継続的に行われるよう体制を

整備する必要があります。

４ 雇用・就労について

アンケート調査の結果によると、「常勤で仕事をしている人」は 13.5％、「パートやアル

バイトをしている人」は10.1％にとどまっています。また、「障がいのある人が働くために

必要なこと」としては、「障がいのことを理解してくれること」が最も多く、次いで「障が

いのある人が働きやすいように環境が工夫されていること」、「体調にあわせて休みや遅

刻・早退ができること」となっていることから、障がいのある人が働きやすい環境整備に

向けた啓発や事業所への障がい者雇用の呼びかけを行う必要があります。
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５ 余暇活動・社会参加について

障がいのある人の自立や生きがいを高めるためには、趣味やスポーツを楽しむことや、

グループでの活動が大切です。

アンケート調査の結果によると、「１年以内の活動」として、約２割の人が「特に何もし

ていない」と回答しており、余暇活動や社会参加についての環境整備、情報や活動機会を

積極的に提供していく必要があります。

６ 生活環境について

アンケート調査の結果によると、「外出の際に困ること」では、「バス等の交通機関が少

ない」、「身近な公園や歩道のベンチ等、休憩できる場所が少ない」という回答が多くなっ

ており、「道路や駅の階段に問題が多い（狭い、障害物、誘導ブロックの不備等）という回

答も上位を占めています。また、「災害時の自力避難の可否」では「自力で避難できない」

と回答した人が 35％います。

さらに、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の認知度では

76.8％の人が「名前も内容も知らなかった」としています。

障がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすいまちづくりには、道路や公共施設等の

バリアフリー化や災害時における障がいのある人の避難対策、差別や偏見といった心のバ

リアフリー化を進め、障がいのある人や高齢者など弱者の立場に立ったまちづくりを進め

ていく必要があります。

７ 地域生活支援について

アンケート調査の結果によると、「悩みや困ったことについての相談先」では、「家族・

親族」が最も多く、「医師・看護師」という回答が続いています。一方、「相談支援事業

所」、「障害者就業・生活支援センター」、「社会福祉協議会」と回答した人は５％以下とな

っていることから、周知を徹底し、相談窓口の認知度を向上していく必要があります。

また、「今後利用したい障がい福祉サービス」としては、「居宅介護」が最も多く、「自立

支援医療制度」、「生活介護」、「計画相談支援」が続いており、障がい福祉サービスのサー

ビス量の確保・制度の周知を行い、利用促進に努める必要があります。
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第３章 計画の理念・取り組み方針
第１節 基本理念

国際障害者年において、掲げられた目標テーマは「完全参加と平等」で、現在でも障が

い者福祉の究極のテーマであるといえます。これは、「障害のある人も、障害のない人と同

じ権利をもち、住み慣れた地域で共に生活し、誰もが等しく社会に参加する」ということ

です。この目標を実現するためには、一人ひとりの人格と個性を尊重し支えあう社会を構

築することが必要です。

また、平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「子供・高

齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができ

る『地域共生社会』を実現する。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、

地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニ

ティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことので

きる仕組みを構築する。また、寄附文化を醸成し、NPO との連携や民間資金の活用を図る。」

とされています。

本町における最上位計画である「酒々井町総合計画（基本構想・前期基本計画）」（令和

４年３月）では、将来都市像である「人 自然 歴史 文化が調和した 活力あふれるまち

酒々井」の実現を目指し、７つの基本目標を掲げ、障がいのある人の生活を支援するため、

医療、介護、教育、就労など、各種サービスの充実に取り組んでいます。

本計画は、総合計画の「保健・福祉・子育て」の基本目標である「誰もが健やかに暮ら

せる、支え合いのまちづくり」を踏まえ、基本理念を総合計画の「障がい者（児）福祉」

分野の目指すべき町の姿である「障がい者(児)への理解が進んだ環境の下で、障がいのあ

る人が地域の一員として社会参加できるまち」とし、障がいの有無にかかわらず、誰もが

相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の実現を目指します。

障がい者 ( 児 ) への理解が進んだ環境の下で、

障がいのある人が地域の一員として社会参加できるまち

基本理念
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第２節 施策の方針

１ ノーマライゼーションのまちづくり

障がいのある人も障がいのない人も共に生活し、共に活動できるノーマライゼーション

の理念を住民が正しく理解するために、障がいのある人に対する「心の壁」を取り除くこ

とが大切です。

そのために、各種広報媒体の活用や様々な行事を通じた啓発・広報活動の充実、幼児期

からその発達段階に応じた福祉教育と、地域や職場で共に活動しながら互いに理解を深め

る交流の促進、障がいのある人のニーズに沿ったボランティアの養成など、住民がノーマ

ライゼーションの理念を正しく理解できる取り組みの一層の充実を図ります。

また、情報の入手やコミュニケーションの困難な人に対する意思疎通の支援や情報アク

セシビリティの向上を図るとともに、共生社会を実現するため、日常生活や社会生活にお

ける障がいのある人等の活動の制限や、社会参加を制約している社会的障壁を取り除くよ

う、企業や事業者に対して、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供についての

普及啓発に努めます。

２ 地域生活を支える仕組みづくり

健康診査等の受診者数の増加に向けた取り組みや、障がいの原因となりやすい生活習慣

病の予防、健康づくりの推進、早期に適切な保健医療サービスが受けられるような体制の

整備などを図り、障がいのある人が安心して生活していけるよう努めます。

妊娠中からの支援体制を強化し、乳幼児健康診査や発育発達相談の充実に努めるととも

に、早期発見・早期療育の体制整備を進める必要があります。

また、相談支援を充実させるとともに、障がい福祉サービスについては、地域で生活す

るための住宅の確保やいつも安心して相談できる場の提供と、必要な時に適切な量のサー

ビスが受けられるよう対応していく必要があります。

３ 自立に向けた体制支援づくり

障がいのある人が地域で生きがいを持って生活し、社会活動に参加していくためには、

一般雇用はもとより、福祉的就労を含めた障がいのある人の雇用の促進に努め、自立のた

めの経済的基盤の確立を図るとともに、障がいのある人の社会参加を促進する事業を充実

させる必要があります。

障がいのある人の雇用や就業を促進するためには、障がいのある人自身の職業能力の開

発を支援し、事業主や一般社会への障がい者雇用に対する理解を深めなくてはなりません。

また、障がいのある人の社会参加を推進するためには、子どものころからの教育も重要

となります。一人ひとりの能力を伸ばすため、各ライフステージに応じたきめ細かな支援

が必要であることから、保育や教育環境の充実を図ります。

さらに、障がいのある人の生活能力の向上を図るとともに、障がい者スポーツの振興を

図るほか、文化活動やレクリエーション活動を支援するなど、地域におけるノーマライゼ



28

ーションの理念の浸透に向けて取り組みます。

４ 安心して暮らせるまちづくり

障がいのある人が地域で自立した生活を送っていくためには、障がいのある人の日常生

活を支援する体制を整備するとともに充実させる必要があります。

誰もが住みよいまちづくりを推進していくためには、ただ単にハード面の整備にとどま

らず、地域に住む人々の障がいのある人に対する理解やサポートがきわめて大切であり、

今後もハード・ソフト両面にわたる福祉のまちづくりを推進します。

また、災害発生時に備えて、地域における見守り活動を推進するとともに、避難行動要

支援者台帳や福祉避難所を整備し、災害時における障がいのある人の支援体制を構築しま

す。
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第３節 施策の体系
本計画の体系は以下のとおりです。

障
が
い
者

( 

児

) 

へ
の
理
解
が
進
ん
だ
環
境
の
下
で
、

障
が
い
の
あ
る
人
が
地
域
の
一
員
と
し
て
社
会
参
加
で
き
る
ま
ち

ノーマライゼーション
のまちづくり

地域生活を支える
仕組みづくり

自立に向けた体制支援
づくり

安心して暮らせる
まちづくり

ノーマライゼーションの推進

人権の擁護

交流の促進

合理的配慮の充実

情報アクセシビリティの推進

総合相談・情報提供体制の充実

総合的なサービス提供体制の確立

障がいのある人の日常生活支援

安心を形にする保健・医療サービスの充実

障がいのある児童教育の充実

生涯学習の推進

就労の促進

安全な暮らしの確保

安心して暮らせる住まいの確保

移動手段の充実

バリアフリー体制の整備

地域コミュニティ活動の推進

基本理念 施策の方針 施 策
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第４章 基本計画
第１節 ノーマライゼーションのまちづくり

施策１ ノーマライゼーションの推進

【現状と課題】

ノーマライゼーションの理念は徐々に社会に定着してきていますが、偏見や差別といっ

た「心の壁」の除去は、依然として大きな課題となっています。

「第４次酒々井町障がい者計画策定に伴うアンケート調査結果（以下、アンケート調査

結果という。）では、「共生社会」について、「知っている」と回答した人は、障がいのある

人アンケート調査で 20.2％の回答でした。また、障害者差別解消法の認知度（名前も内容

も知っている）は、障がいをもっていない人アンケート、障がいのある人アンケート共に

約１割に留まっています。

共生社会の実現のためには「心の壁」の除去が必要であり、障がいや障がいのある人に

ついての理解を深めるための積極的な周知を行う等、さらにノーマライゼーションを推進

していく必要があります。

また、社会的支援、福祉問題の課題に対する理解を深めるための教育を推進し、地域住

民やボランティア団体、行政が互いに連携し、障がいのある人に対する理解を深めていく

必要があります。

【主要施策】

１．啓発・広報活動の充実

２．福祉教育の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 広報手段の充実 「広報ニューしすい」や「町ホームページ」をはじ

め、関係機関や関係団体が発行する各種広報等を活用

し、「障がいのある人」に対する町民一人ひとりの理解

と認識を深めます。

企画財政課

健康福祉課

2 啓発・広報イベント

等交流事業の充実

障害者基本法で定められた「障害者週間」（１２月３日

～１２月９日）など、機会をとらえながら、関係機関

や関係団体との連携のもと、町民参加による啓発のた

めの各種行事・イベントの開催に努めます。

企画財政課

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 学校教育における福

祉教育の充実

将来を担う児童生徒に障がいのある人への正しい理解

を深め、福祉の心を育むため、人権教育を通して福祉

教育の充実や交流及び共同学習の推進、人権・同和教

育推進校指定による実践的な活動の機会づくりなどに

努めます。

学校教育課

2 社会教育における福

祉教育の充実

障がいのある人に対する町民の正しい理解と認識を深

められるよう、人権教育セミナーの実施など社会教育

における福祉教育の充実を図ります。

生涯学習課
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施策２ 人権の擁護

【現状と課題】

共生社会の実現に向け、すべての町民が障がいや障がいのある人について理解し、障が

いを理由とする差別の解消の取り組みを推進していく必要があります。

アンケート結果によると、日常生活における差別や偏見、疎外感では、23.9％の人が

「感じる」と回答しており、４人に１人が感じると回答しており、「成年後見制度の認知度

（名前も内容も知っている）」は約３割となっています。

今後も、虐待事案を未然に防止できるよう、相談支援専門員やサービス管理責任者等に

対して、常日頃から虐待防止に関する啓発を行うとともに、関係機関と連携し虐待防止に

努め、人権擁護の視点から支援体制を整備していくことが必要です。

また、権利擁護とは、人権をはじめとした様々な権利を保護したり、本人に代わってそ

の財産を適切に管理したりすることです。つまり、個人が人間としての尊厳を持って生き

ていくことを生活上の重要な場面でサポートしていくことです。

こうした「権利擁護」の問題は、支援が必要な人の増加により、その需要に対応する体

制の整備が求められています。障がいのある人の権利を守るために、関係機関との連携を

強化するとともに、成年後見制度等の適切な利用を促進していく必要があります。

【主要施策】

１．人権意識の啓発

番号 施策名 施策内容 担当課

1 人権意識の啓発 広報や啓発パンフレットなどを通じて広く人権擁護に

関する啓発に努めるとともに、学校教育、社会教育な

ど多くの機会をとらえて人権教育の充実を図ります。

学校教育課

生涯学習課

健康福祉課
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２．権利擁護の推進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 障がいのある人の選

挙権の保障

障がいのある人が一人の有権者として平等に権利を行

使できるよう、投票所の施設改善などに配慮します。

選挙管理委員

会

2 人権問題に関する相

談体制の充実

障がいのある人の人権に関し人権擁護委員による相談

体制を充実し、利用を促進します。

健康福祉課

3 成年後見制度の周知 意思表示の困難な障がいのある人にかかわる権利擁護

のため、成年後見制度の周知や制度利用のための、相

談体制の充実に努めます。

健康福祉課

4 「障害のある人もな

い人も共に暮らしや

すい千葉県づくり条

例」の周知

障がいのある人への誤解や偏見をなくし、障がいのあ

る人もない人も、誰もが、お互いの立場を尊重し合

い、支え合いながら、安心して暮らすことのできる地

域社会の実現を目指し千葉県が制定した、「障害のある

人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の

町民への周知を図るとともに、県と歩調を合わせなが

ら、障がいのある人に対する差別等の防止に努めま

す。

健康福祉課

5 虐待時の対応のため

の体制整備

障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、そ

の後の適切な支援のため、地域における関係行政機

関、障がいのある人等の福祉、医療、司法に関する職

務に従事する者又は関係する団体、地域住民等の支援

体制の強化や協力体制の整備に努めます。

健康福祉課
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施策３ 交流の促進

【現状と課題】

障がいのある人とない人との交流活動は、お互いがそれぞれのライフスタイルや価値観

を認めあい、相互理解を深める上で極めて大切です

アンケート調査結果では、「地域での理解が深まっている（とても感じる+少し感じる）」

と回答した人は３割以上となっており、「深まっていると感じる理由」については、「適切

な援助が得られるようになった」、「援助を頼みやすくなった」という回答が多くなってい

ます。

しかし、依然として「地域での理解が深まっていない（あまり感じない+まったく感じな

い）」という回答も 26.5％あります。「共生社会」を実現するためには障がいのある人に対

する地域の理解と協力が必要となるため、障がいや障がいのある人に対する理解を深める

ための積極的な周知を行う必要があります。

また、障がいのある人に対する理解を促進するため、交流の機会を充実させるほか、社

会的支援、福祉問題の課題に対する理解を深めるための教育の推進や、地域住民やボラン

ティア団体、行政が互いに連携し、障がいのある人に対する理解を深めていく必要があり

ます。

【主要施策】

１．交流事業の推進

２．交流教育の充実

３．障がい者団体の育成と相互交流の促進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 交流事業の推進 障がいのある人への理解を深め、その積極的な社会参

加を促進するため、スポーツ、音楽、文化、趣味など

多様な交流機会の提供に努めます。

生涯学習課

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 交流教育の充実 障がいのある児童への理解を深めるために、学校教育

においては障がいのある児童との交流や地域の障がい

のある人との交流を教育活動の一環として進めます。

学校教育課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 障がい者団体の育成

と相互交流の促進

障がいのある人の社会参加と自立を支援するため、各

種障がい者団体の育成に努めるとともに、団体相互の

交流を促進します。

健康福祉課
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施策４ 合理的配慮の充実

【現状と課題】

「障害者差別解消法」が平成 28 年 4 月から施行され、国や地方自治体等には障がいのある

人に対する合理的配慮が義務化され、令和３年５月からは民間事業者にも義務づけられま

した。

障がいのある人が日常生活や社会生活を送るための妨げとなる、様々な社会的障壁の除

去のための合理的配慮はとても重要な取り組みです。

アンケート調査結果では、「合理的配慮の認知度（言葉だけは知っている、内容まで知っ

ている）」は、障がいをもっていない人アンケートで約４割となっています。

また、障がいのある人アンケートにおいて「合理的配慮が必要な場面」として、「肢体不

自由な方が自力で移動できない場所に、スロープなどを設置する。」という回答が最も多く、

次いで「疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、業務時間等を調整す

る。」となっています。

今後も、障がいのある人にとっての日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる事物、

制度、慣行、観念などの社会的障壁の除去のための「合理的配慮の提供」に関する知識の

普及・啓発に取り組む必要があります。

【主要施策】

１．合理的配慮の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 合理的配慮の推進 「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」や

「障害者への合理的配慮の不提供の禁止」等が盛り込

まれた「障害者差別解消法」に基づき、国の基本方針

を踏まえ、必要な対応に取り組みます。

関係課
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施策５ 情報アクセシビリティの推進

【現状と課題】

視覚障がいのある人や聴覚障がいのある人などは、情報の収集やコミュニケーションの

確保にハンディキャップを抱えています。こうした障がいのある人の日常生活の利便性の

向上を図り、自立と社会参加を促進するためには、障がいのある人が迅速かつ的確に情報

を収集し、コミュニケーション手段を確保できる環境づくりが、重要な課題となります。

アンケート調査結果では、「コミュニケーションに不安（かなりある+時々ある）がある」

という人は４割以上となっており、コミュニケーションの配慮が必要（かなりある＋少し

ある）がある」という回答も４割以上となっています。

また、福祉サービスに関する情報の入手先としては、「町や県の広報、パンフレット」と

いう回答が３割以上、「役場窓口」という回答が約３割あります。

今後は、障がいのある人が可能な限り意思疎通を行えるように配慮していくことが重要

です。特に、視覚障がいのある人や聴覚障がいのある人など、情報の入手やコミュニケー

ションの困難な人に対する意思疎通の支援や情報アクセシビリティの向上を図る必要があ

ります。

また、今後も、障がいのある人や高齢者を含む誰もが利用しやすくなるよう、日本工業

規格（JIS X 8341-3:2016）に準拠し、ウェブアクセシビリティの向上に努める必要があり

ます。

【主要施策】

１．情報アクセシビリティの推進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 町ホームページの充

実

町ホームページの掲載情報の充実を図るとともに、機

能性の向上を図ります。

総務課

2 福祉サービスにかか

わる情報提供の充実

障害者自立支援法の施行により、障がいのある人にか

かわるサービスや制度が大きく変わったことから、引

き続き積極的な情報提供を行っていきます。

健康福祉課

3 広報手段の充実（再

掲）

「広報ニューしすい」や「町ホームページ」をはじ

め、関係機関や関係団体が発行する各種広報等を活用

し、「障がいのある人」に対する町民一人ひとりの理解

と認識を深めます。

企画財政課

健康福祉課
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第２節 地域生活を支える仕組みづくり

施策１ 総合相談体制の充実

【現状と課題】

障がいのある人の自立と社会参加を促進するためには、生活のあらゆる場面において、

いつでもだれでも相談できることが重要となります。

アンケート調査結果では、「障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要な

こととして、「相談体制の充実」という回答が第２位となっています。

また、「相談しやすい体制をつくるために必要なこと」として、「信頼できる相談者がい

る」という回答が最も多く、次いで「曜日・時間に関係なく、相談に応じてくれる」、「ち

ょっとしたことでも相談に応じてくれる」と続いています

障がいのある人などが広範な分野にわたる相談が気軽にできるよう、総合的な相談体制

の整備を行っていくことが必要です。

【主要施策】

１．相談体制の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 広報ニューしすいの

情報内容の充実

障がいのある人だけでなく、町民にとっても障がい者

福祉の重要な情報源となっている広報ニューしすいの

情報内容の一層の充実を図っていきます。

企画財政課

2 情報共有体制の強化 町及び関係機関、サービス事業者などの連携により、

関係機関による情報の共有化を図り、必要な情報がど

こでも入手できる体制の整備に努めます。

健康福祉課

3 相談支援事業の機能

強化

障がいのある人やその家族などがいつでも気軽に相談

を受けられるよう酒々井町自立支援協議会による地域

障害福祉相談支援事業を強化し、広域的なネットワー

クを生かし困難事例に対する協議調整など、障がい福

祉に関する総合的・専門的相談事業の充実と周知を図

るとともに、身体障がい者相談員・知的障がい者相談

員など身近な相談窓ロの活用を図っていきます。

健康福祉課

4 コミュニケーション

支援事業

聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのあ

る人に対し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣などの

コミュニケーション支援を行います。

健康福祉課
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施策２ 総合的なサービス提供体制の確立

【現状と課題】

障がいのある人が地域で安心して心豊かに生活できるよう支援し、そのライフステージ

や障がいに応じて生活のあらゆる場面で、必要なときに必要なサービスを自己の選択によ

って受けることのできる総合的な条件整備を進めることは、障がいのある人の「主体性・

自立性」を確保していく上で重要です。

アンケート調査結果では、「障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要な

こととして、「保健・医療・福祉サービスの充実」という回答が最も多くなっています。

また、障がいをもっていない人アンケートでは、「障がいのある人を支援するボランティ

アへの参加」では、「機会や時間があれば参加したい」という回答が６割となっています。

今後は、障がいのある人が年齢や障がい種別などに関わりなく、できるだけ身近なとこ

ろで必要なサービスが受けられるよう、総合的なサービス提供体制を確立していくことが

必要です。

さらに、団体等と連携し、必要な配慮や相談支援、人材育成、環境整備を行い、町民各

層によるボランティア活動を支援していくことも重要です。

【主要施策】

１．専門人材の確保

２．ボランティアの育成・確保

番号 施策名 施策内容 担当課

1 専門人材の確保 障がいのある人の福祉・保健・医療にかかわるニーズ

に適切に対応できるよう、民間の専門機関などの積極

的な活用を図り、必要な専門人材の確保に努めます。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 ボ ラ ン テ ィ ア の 育

成・確保

➀障がいのある人の多様なニーズに対応できるよう、

社会福祉協議会などを中心にボランティアの協力を求

めるとともに、教育分野とも連携を図りながら町民各

層のボランティア活動を育成支援するため、手話講座

などボランティア研修機会の充実や情報提供を図りま

す。

健康福祉課

②ボランティアコーディネーターの確保や各種ボラン

ティア講座の充実等、社会福祉協議会の充実を支援

し、町民主体の多様なボランティア活動の育成に努め

ます。

学校教育課

健康福祉課
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施策３ 障がいのある人の日常生活支援

【現状と課題】

障がいのある人が住み慣れた地域で安定して自立した生活を送るためには、障がいのあ

る人のニーズや障がいの特性に応じた障がい福祉サービスが提供されることが重要であり、

そのためには近隣市町との情報共有も必要です。今後、障がい福祉サービスの提供は、「第

７期酒々井町障がい福祉計画」及び「第３期酒々井町障がい児福祉計画」（令和６年度～令

和８年度）により推進していくことが必要です。

アンケート調査結果にでは、「今後利用してみたいサービス」として、「居宅介護（ホー

ムヘルプ）」が最も多く、「自立支援医療制度」、「生活介護」が続いています。

障がい福祉サービスには、「訪問系サービス」、「日中活動系サービス」、「居住系サービ

ス」、「相談支援」及び、障がいのある児童のサービスである「障がい児福祉サービス」が

あります。

近い将来、障がいのある人や介護者の高齢化にともない各種福祉サービスの需要が増加

すると見込まれます。また、障がいのある児童を抱える親にとって最大の心配事である

「親なき後」の受け皿としてのグループホームの拡充が必要となります。

さらに、地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じた事業を計画的に実施

し、障がいのある人等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず住民が相互

に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とし

て実施しています。

今後も、障がいのある人等が、自立した日常生活を営むことができるよう、地域の特性

や利用者の状況に応じ、事業を効果的・効率的に実施していく必要があります。

【主要施策】

１．障がい福祉サービスの充実

【障がい福祉サービス】

（１）訪問系サービス

番号 施策名 施策内容 担当課

1 福祉サービスの充実 障がい福祉サービスを充実します。 健康福祉課

①居宅介護

（ホームヘルプ）
ホームヘルパーが自宅で入浴や排せつ、食事等の介助をします。

②重度訪問介護
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事等の介助

や外出時の移動の補助、介助等をします。

③同行援護
視覚障がいにより、移動が困難な人に外出時における移動の補助、介助等をし

ます。

④行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に介助や外出

時の移動補助をします。

⑤重度障害者等包括

支援

常に介護を要する重度の障がいがあり、寝たきり等の状態で介護の必要性が高

い人に居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。
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（２）日中系サービス

（３）居住系サービス

（４）相談支援サービス

①生活介護
常に介護を要する一定以上の障がいがあり、主に昼間に事業所で入浴、排せ

つ、食事等の介護や軽作業等の生産活動や創作活動の場を提供します。

②療養介護
医療と常に介護が必要な一定以上の障がいがあり、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護と日常生活上の世話を行います。

③短期入所
介護を行う方の病気等の場合に、施設で短期間の入所を必要とする障がいのあ

る方に対し、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

④自立訓練

（機能訓練）

身体障がいや難病等の方に対し、事業所で理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーション、生活等に関する支援を行います。

⑤自立訓練

（生活訓練）

知的障がいや精神障がいのある方に対し、入浴、排せつ、食事等に関する自立

した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する支援を行います。

⑥就労移行支援

就労を希望する65歳未満の方に対し、定められた期間、生産活動その他の活動

の機会の提供を通じて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等

を行います。

⑦就労継続支援

Ａ型

企業等で働くことが困難な障がいのある方のうち、適切な支援により雇用契約

等に基づき就労する方に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労

に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行います。

⑧就労継続支援

Ｂ型

企業等で働くことが困難な障がいのある方に、生産活動その他の活動の機会の

提供を通じて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行いま

す。

⑨就労定着支援
就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した人に、就労に伴う生活面の課

題に対応できるよう支援する費用の給付を行います。

①施設入所支援

生活介護を受けている方、あるいは自立訓練または就労移行支援を受けている

方で施設に入所しながら訓練等を実施する必要がある方に夜間施設において入

浴、排せつ、食事の介護をします。

③共同生活援助

（グループホーム）

身体障がい（65 歳未満の方または 65 歳に達する日の前日までに障がい福祉サ

ービス等を利用したことがある方）、知的障がい、精神障がいのある方に夜

間、共同生活を営む住居で、相談その他の日常生活上の援助をします。

③自立生活援助

障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的

障がいや精神障がいのある人などについて、本人の意思を尊重した地域生活を

支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、

障がいのある人の理解力、生活力等を補う観点から、適時に適切な支援を行い

ます。

①計画相談支援

障がい福祉サービス又は地域相談支援（地域移行支援及び地域定着支援）を

利用するすべての人に、サービス等利用計画を作成し、ケアマネジメントを

通じて支援を行います。

②地域移行支援

障害者支援施設や保護施設、矯正施設等に入所している人又は精神科病院に

入院している人に対し、住居の確保や障がい福祉サービスの体験的な利用支

援等の必要な支援を行います。

③地域定着支援

居宅において単身等で生活する人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、

緊急に支援が必要な事態が生じた際に訪問や相談等の必要な支援を行いま

す。
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（５）障がい児福祉サービス

２．地域生活支援事業等の充実

【地域生活支援事業等】

①児童発達支援
未就学で障がいのある児童に、施設において日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能、集団生活への適応訓練等を行います。

②放課後等

デイサービス

就学中で障がいのある児童に授業終了後または学校が休みの日に生活能力向上

のための訓練を継続的に提供し児童の自立を促進します。

③保育所等訪問支援
訪問支援員が障がい児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるように

なるための支援を行います。

④障害児相談支援
障がい児通所支援を利用するすべての児童に、障害児支援利用計画を作成し、

ケアマネジメントを通じて支援を行います。

番号 施策名 施策内容 担当課

1 地域生活支援サービ

ス等の充実

地域生活支援事業等を充実します。 健康福祉課

①相談支援事業

障がいのある方やその家族等の総合的な相談窓口として必要な情報の提供や助

言、関係機関との連絡調整等を行い、自立した社会生活や日常生活が営めるよ

う支援します。

②成年後見制度利用

支援事業

障がい福祉サービスを利用しまたは利用しようとする重度の知的障がいまたは

精神障がいのある方で成年後見制度の利用が困難であると認められる方に支援

します。

③意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいがあり、コミュニケーション

に支障がある方を支援するために、手話通訳や要約筆記等を行う人の派遣等を

行います。

④日常生活用具

給付等事業

在宅の重度心身障がいのある方に対し、日常生活を容易にするため障がいに応

じた用具の給付が受けられます。

⑤移動支援事業 屋外での移動に困難のある重度の障がいがある方の外出移動を支援します。

⑥地域活動支援

センター事業
創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を行います。

⑦日中一時支援

事業

保護者や家族等介護者の就労支援及び一時的な休息のため、障がいのある方に

日中活動の場を提供します。

⑧訪問入浴

サービス事業

自宅において常に寝たきりのため入浴が著しく困難な 65 歳未満の障がいのあ

る方に対し、移動入浴車を派遣し、室内で入浴のサービスが受けられます。

⑨補装具給付

身体障がいのある方に身体機能を補うため体に適合するように製作された長期

間にわたり継続して使用されるもの。厚生労働省令で定める基準に該当する場

合、購入・修理費の一部を給付します。

⑩自立支援医療制度

自立支援医療制度（精神通院医療、更生医療、育成医療）は、心身の障がいを

除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する医療制度

です。
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施策４ 安心を形にする保健・医療サービスの充実

【現状と課題】

脳血管疾患や糖尿病などの生活習慣病は障がいの原因となりやすく、疾病予防としての

日頃の健康づくりは、とても重要なことです。

アンケート調査結果では、「障がいが生じた時期」は、「60 歳代以上」という回答が約３

割と最も多くなってますが、「20 歳代～50 歳代」という回答は合わせて約４割となってい

ます。

また、「現在の生活で困っていること」として、「健康や体力に自信がない」という回答

が最も多くなっています。

生活習慣病の増加が問題となっている現代では、壮年期以降の疾病による障がいの発生

も多いことから、これらの疾病予防対策がさらに重要になってきています。

今後は、高齢化が進むなかで、障がいのある人の高齢化や重度化も予想されることから、

誰もが心身ともに健やかに暮らせるよう健康づくりを推進するとともに、保健・医療サー

ビスを充実していくことが必要です。

【主要施策】

１．障がいの早期発見と予防体制の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 障がいの早期発見と

予防体制の充実

①妊婦健診や乳幼児健診の受診勧奨に努め、疾病の予

防や障がいの早期発見を図ります。

学校教育課

健康福祉課

②成人期から高齢期における障がいや寝たきりの主な

原因の一つとなっている脳血管疾患などの疾病を防止

するため、生活習慣病対策を重点に、総合的、効果的

な保健事業を推進します。また、学校保健や職域保健

との連携を密に、ライフステージに応じた疾病の予防

や健康づくりを支援・促進します。

学校教育課

健康福祉課

③脳卒中等に関する情報システムの活用促進や寝たき

り予防の普及促進に努めます。

健康福祉課

④社会環境の複雑化や急速な変化、あるいは不規則な

就労などを背景に精神面の健康を阻害する要因が増大

していることをふまえ、保健所や関係機関との連携を

図り、心の健康づくりに関する町民への啓発活動の充

実を図ります。

健康福祉課
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２．療育体制の整備

３．生活機能訓練の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 障がいの早期発見と

予防体制の充実

⑤保健所や医療機関、児童相談所のほか、学校、幼稚

園・保育園など、児童にかかわる関係機関との連携を

密にし、障がいの早期発見・指導相談体制の充実を図

るとともに、育児サークルの育成などに努めます。

学校教育課

こども課

健康福祉課

⑥「酒々井町健康ビジョン」や「酒々井町高齢者保健

福祉計画及び介護保険事業計画」に基づく保健・介護

予防事業等により、高齢化による障がいの予防、障が

いの重度化や二次的障害の発生を防止し、介護者を含

めた町民全体の健康増進に努めます。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 療育体制の整備 ①健康診査において､療育の必要があると認められた児

童に対しては、事後指導を充実し、関係機関と連携

し、十分な療育が受けられるよう努めます。

学校教育課

健康福祉課

②療育・教育を必要とする児童一人ひとりの成長過程

に応じて気軽に相談できるよう、保健・福祉・教育部

門及び児童相談所等との連携を強化し、利用者支援事

業等子育てや療育･教育に関する相談体制の充実に努め

ます。

学校教育課

こども課

健康福祉課

③障がいのある児童の家庭療育を支援するため、保育

園における障がいのある児童保育や園庭開放・育児相

談に努めます。

こども課

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 生活機能訓練の充実 ①障がいの初期段階において、二次的障がいの予防と

リハビリテーションの一貫した方向づけが必要であ

り、在宅における生活機能訓練の充実と管内医療機関

や高度なリハビリテーションを行う専門機関との連携

強化に努めます。

健康福祉課

②初期医療でのリハビリテーション終了後も継続的な

リハビリテーションが必要であり、生活訓練や機能訓

練、生活支援のための相談を行うため、関係機関や施

設との連携のもとに地域リハビリテーションの確立に

努めます。

健康福祉課
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４．医療体制の充実

５．精神障がいのある人の施策の充実

６．医療負担の軽減

番号 施策名 施策内容 担当課

1 医療体制の充実 障がいのある人が歯科診療やその他の疾病で必要な医

療サービスを身近で受けられるよう、引き続き医師会

や歯科医師会の協力を得て、地域医療の充実を促進し

ます。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 精神障がいのある人

の施策の充実

①精神障がいのある人が自立した社会生活を送れるよ

う、相談支援事業者と連携し生活相談等の相談指導体

制の充実を図ります。

健康福祉課

②入院患者の退院と社会復帰を促進するため、グルー

プホーム、ケアホームの確保に努めるとともに、地域

活動支援センター等日中活動の場を提供します。

健康福祉課

③在宅の精神障がいのある人がその能力や障がいに応

じ安心して就労できるよう、社会復帰施設や通所施設

の確保に努めるとともに、就業支援事業所や求人情報

等を提供し、就労を支援・促進します。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 医療費負担の軽減 障がいのある人の医療費の負担を軽減するため、自立

支援医療費の給付、重度心身障害者医療費などの助成

制度の周知と利用促進に努めます。

健康福祉課
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第３節 自立に向けた体制支援づくり

施策１ 障がいのある児童教育の充実

【現状と課題】

障がいのある児童の能力を引き出し、最大限に伸ばしていくために、本人・家族の意向

を尊重しつつ、教育的ニーズをしっかりと踏まえたきめ細かな支援を行っていくことが求

められています。

アンケート調査結果では、「施設、保育園、幼稚園、学校に通所・通園・通学している」

方で、「通所・通園・通学先の放課後や休みの日の過ごし方」については、「家の中でテレ

ビをみたりして遊ぶ」が最も多く、次いで「家の中でパソコンやゲームで遊ぶ」、「家の中

で趣味を楽しむ」となっています。

また、「通所・通園・通学先に望むこと」については、「就学相談や進路相談等の相談体

制を充実してほしい」が最も多く、次いで「先生の理解を深め、子どもの能力や障がいの

状態に適した指導をしてほしい」、「施設、設備、教材を充実してほしい」となっています。

障がいのある児童に対し、乳幼児期における成長の支援や、就学における障がいの特性

に応じた教育を実施することにより、本人の持つ能力を伸ばし、将来にわたり生活に必要

な力をつけていくよう支援するとともに、障がいについての教職員の専門性の向上と理解

促進を図るための研修等を検討することも重要です。

【主要施策】

１．就学前教育（保育）の充実

２．児童発達支援の利用

３．義務教育における障がいのある児童教育の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 就学前教育（保育）

の充実

保育園において障がいのある児童の受け入れ体制を強

化し、障がいの有無を問わずすべての児童が相互に理

解し、協力できるよう児童の成長に合った保育の充実

を図ります。

こども課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 児童発達支援の利用 心身の発達に遅れのある幼児には個別計画に基づいた

療育の提供が必要であり、必要な児童に対し児童発達

支援の充実を図ります。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 義務教育における障

がいのある児童教育

の充実

➀通常の学級での教育が可能な児童についてはその意

志を尊重できるよう、受け入れ体制の充実を図るとと

もに、そのための制度的支援を国に働きかけていきま

す。また、個々の発達に配慮するなど特別支援学級の

充実を図ります。

学校教育課

②小・中学校での交流教育を積極的に推進します。 学校教育課
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４．相談・支援体制の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 相談・支援体制の充

実

障がいのある児童やその保護者に対して、適切な就学

相談や支援が行われるよう、就学支援委員会などの組

織を生かした相談・支援体制の充実を図ります。

学校教育課
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施策２ 生涯学習の推進

【現状と課題】

障がいの有無にかかわらず、スポーツやレクリエーションは、体力の維持や向上につな

がるだけでなく、その活動を通して楽しいひとときを過ごすことで生活の質（Quality Of

Life）の向上につながります。

アンケート調査結果では、「今後行いたい活動」として「自分の生きがいを見つける」が

約 26％、「スポーツやレクリエーション」という回答が約２割となっています。

障がいのある人がスポーツやレクリエーション、生涯学習などを楽しめるよう、関係機

関と連携し、必要な配慮や環境整備を行うとともに、活動の場の提供に努める必要があり

ます。また、地域社会との交流や理解を深めるため、社会活動へ気軽に障がいのある人が

参加できるような環境整備を推進していく必要があります。

【主要施策】

１．芸術文化活動への参加促進

２．スポーツ・レクリエーションヘの参加促進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 芸術文化活動への参

加促進

障がいのある人が参加しやすい芸術文化教室・芸術祭

の開催並びに学習情報、芸術文化情報の効果的な提供

に努めるとともに、活動拠点となる施設が障がいのあ

る人にとって利用しやすい場となるように促進しま

す。

生涯学習課

プリミエール

番号 施策名 施策内容 担当課

1 スポーツ・レクリエ

ーションヘの参加促

進

各種スポーツ大会、教室への参加促進や、ボランティ

アを含めた指導体制の充実などを通じて、スポーツ・

レクリエーション活動への参加を促進します。

生涯学習課

健康福祉課
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施策３ 地域コミュニティ活動の推進

【現状と課題】

障がいのある人が地域の様々な分野に参加していくためには、移動手段の確保や交流機

会の充実、情報提供等の充実が重要となります。

アンケート調査結果によると、「地域の方に対して障がいのある人への理解が深まってい

ない理由」としては、「援助を頼みにくい」という回答が最も多く、次いで「適切な援助が

えられない」となっています。

また、「障がいのある人が地域や社会に参加していくために必要なこと」としては、「地

域の人たちが障がいのある人を受け入れるよう、広報や福祉教育の充実」という回答が２

割以上となるなど、障がいのある人の地域コミュニティへの参加は大きな課題となってい

ます。

地域コミュニティ活動を充実させることによって、障がいのある人が各種行事へ誰もが

参加しやすい環境をつくり、障がいのある人が地域社会で孤立することのないようにして

いく必要があります。

１．地域コミュニティ活動の推進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 啓発・広報イベント

等 交 流 事 業 の 充 実

（再掲）

障害者基本法で定められた「障害者週間」（１２月３日

～１２月９日）など、機会をとらえながら、関係機関

や関係団体との連携のもと、町民参加による啓発のた

めの各種行事・イベントの開催に努めます。

企画財政課

健康福祉課

2 交流事業の推進（再

掲）

障がいのある人への理解を深め、その積極的な社会参

加を促進するため、スポーツ、音楽、文化、趣味など

多様な交流機会の提供に努めます。

生涯学習課

健康福祉課
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施策４ 就労の推進

【現状と課題】

障がいのある人が社会的に自立し、生きがいを持って暮らすためには、就労することが

重要ですが、雇用の場が限られていることや障がいに対する適切な理解が不十分なことか

ら、障がいのある人の働きたいという意向に十分に応えられていないのが現状です。

アンケート調査結果では、「障がいのある人が働くために必要なこと」として、「障がい

のことを理解してくれること」という回答が最も多く、次いで「障がいのある人が働きや

すいように環境が工夫されていること」、「体調にあわせて休みや遅刻・早退ができること」

となっています。

法定雇用率の改正などにより、以前に比べ障がい者雇用に理解と関心が高まっているな

か、本町においても関係機関等と連携のうえ、障がい者就労の理解を促進し、身近な地域

での就労支援を行っていく必要があります。

今後も、企業への障がい者雇用の理解促進等に関する普及啓発を図るとともに、国や県、

関係機関等と連携し、障がいのある人が自らの能力を発揮し、就労につながるよう必要な

知識や能力の習得に向けて支援するとともに、障がい者施設等が供給する物品等に対する

需要の増進と優先調達を支援し、多種多様な就労の場の確保に努めます。

町役場については、「酒々井町障害者活躍推進計画」に基づき障がい者の雇用に努めます。

【主要施策】

１．職業相談の充実

２．障がいのある人の雇用促進

３．福祉的就労機会の充実

番号 施策名 施策内容 担当課

1 職業相談の充実 障がいの内容及び程度、障がいのある人一人ひとりの

ニーズに応じた適切な職業相談ができるよう、公共職

業安定所など関係機関と連携を図り、情報提供の拡充

など支援に努めます。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 障がいのある人の雇

用促進

障がいのある人の雇用を促進するため、国、県と連携

を図り、多くの機会をとらえながら各種雇用援護制度

等に関する事業所への周知活動に取り組むとともに、

障がい者雇用の理解促進に努めます。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 福祉的就労機会の充

実

就労移行支援施設及び就労継続支援施設の建設を支援

し、福祉的就労の場を確保することにより、障がいの

ために通常の就労が困難な人の社会参加及び復帰を推

進します。

健康福祉課
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４．障がい者就労施設等からの物品等の調達

番号 施策名 施策内容 担当課

1 障がい者就労施設等

からの物品等の調達

障がいのある人が自立した生活を送るためには就労に

よって経済的な基盤を確立することが重要です。障害

者優先調達推進法では、地方公共団体等が率先して障

がい者就労施設等から物品等の調達を推進すると定め

られていることから、町でも物品等の購入支援を図り

ます。

健康福祉課
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第４節 安心して暮らせるまちづくり

施策１ 安全な暮らしの確保

【現状と課題】

障がいのある人にとって、緊急時や災害時の対策・対応や防犯体制の充実をさせていく

ことは、地域において安全・安心な生活を送るうえで大変重要な課題です。

アンケート調査結果では、「災害時に一人での避難」について35％の人が「できない」と

回答しています。

また、「一般の避難所での避難生活」については、約３割の人が「できない」と回答して

います。

近年は、時に想定を超える規模の災害が発生し、本町においてもその危険性はゼロでは

ありません。そのため、近年発生した水害等の教訓を生かし、「地域防災計画」との連携を

図りながら、避難誘導体制の整備、福祉避難所の確保、自主防災組織の育成など、避難行

動要支援者対策の拡充に努める必要があります。

また、町では、防災・防犯、安全情報等を、携帯電話などのメール機能を利用して「し

すいメール配信サービス」を実施していますが、ひとり暮らしや日中ひとりで過ごしてい

る障がいのある人などの防犯と安全確保のため、関係機関及び地域組織と連携し、防犯体

制や緊急時の連絡体制の整備が必要です。

【主要施策】

１．災害時の支援体制の整備

２．避難行動要支援者名簿登録制度

番号 施策名 施策内容 担当課

1 災害時の支援体制の

整備

災害発生時における障がいのある人の救護や避難誘導

など「酒々井町避難行動要支援者支援計画」に基づ

き、支援体制の整備を進めるとともに防災訓練の実施

及び地域の自主防災組織の体制整備を図ります。

総務課

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 避難行動要支援者名

簿登録制度

災害時に安全な場所へ避難が必要な人に対して、的確

な情報伝達や避難支援を行うため、自治会、近隣住

民、民生委員児童委員等との連携によって地域におけ

る共助による避難支援体制の構築に努めます。

健康福祉課
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３．緊急時の情報伝達の充実

４．地域の防犯力強化の確立

５．防災・防犯知識の普及

番号 施策名 施策内容 担当課

1 緊急時の情報伝達の

充実

24 時間対応が可能な緊急通報装置の貸与事業の他、緊

急時において障がいのある人からの情報伝達や行政機

関、消防機関等からの情報提供が迅速で適切に行われ

るよう、特に聴覚障がいのある人や障がいのあるひと

り暮らし高齢者などに配慮した情報伝達手段の検討・

整備に努めます。

総務課

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 地域の防犯力強化の

確立

防犯ボックスを核として、町、警察、地域住民が一体

となった防犯体制により、地域の実情に合わせた効果

的な防犯活動を推進し、安心して暮らせる地域づくり

を図ります。

総務課

2 しすいメール配信サ

ービスの充実

安全で安心に生活が過ごせるように、防災、防犯情報

や、防災行政無線で放送した内容などを、メール機能

を利用し配信します。

総務課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 防災・防犯知識の普

及

視覚障がいのある人への点字パンフレット作成など、

障がいの状況に配慮し、防災・防犯知識の普及啓発に

努めます。

総務課
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施策２ 安心して暮らせる住まいの確保

【現状と課題】

障がいのある人が入所施設や病院から地域へ移行したり、住み慣れた地域での生活を続

けていくためには「暮らしの場」が必要です。

アンケート調査の結果では、「今後、暮らしたい生活の場」として、「家族と一緒に自宅

で生活したい」という回答が最も多くなっていますが、「障がい者施設・老人福祉施設」や

「グループホーム」を希望している人もいます。

障がいのある人が住み慣れた地域や家庭で生活を続けられるためには、障がいの内容等

に対応した住宅は必要不可欠なものです。そのため、住環境の改善を図るため、重度の身

体障がいのある人の住宅改造に助成を行うとともに、グループホーム等の整備を推進する

必要があります。

【主要施策】

１．住宅改修費の支援

２．グループホームなどの支援

番号 施策名 施策内容 担当課

1 住宅改修費の支援 日常生活を営む上で、著しく支障のある障がいのある

人が住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具

の購入及び改修工事費を給付します。（日常生活用具給

付事業）

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 グループホームなど

の支援

利用者のニーズを踏まえながら、グループホームな

ど、障がいのある人の自立を支援する住まいの家賃を

補助します。

健康福祉課
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施策３ 移動手段の充実

【現状と課題】

障がいのある人が自由に外出し活動していくために、段差の解消や歩道の整備等、物理

的な障壁を取り除くことのほか、必要な情報が利用できることや交通・移動手段を確保す

ることが大切です。

アンケート調査結果では、「外出の際に不便に感じたり困ること」として、「バス等の交

通機関が少ない」が最も多く、次いで「身近な公園や歩道のベンチ等、休憩できる場所が

少ない」、「自家用車を利用する際、障がい者用駐車場がない、または少ない」となってい

ます。

また、「しすいふれ愛タクシー」について、「利用したことがある」という人は２割強と

なっており、利用しない理由としては、「他の交通手段を利用できるので必要ない」が最も

多く、次いで「利用の仕方がわからない」となっています。

外出が困難な障がいのある人の移動を支援し、日常生活の利便性の向上と生活圏の拡大

を図るための移動を支援するとともに、『しすいふれ愛タクシー』をより多くの方に利用し

てもらえるようの利便性向上を図る必要があります。

【主要施策】

１．移動・交通環境の整備

２．生活行動圏の拡大促進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 移動・交通環境の整

備

障がいのある人が自由に外出できるよう、日常生活に

欠くことのできない公共交通となるバスや鉄道の利便

性、安全性の向上のため、障がいのある人の利用に配

慮した移動・交通環境の整備に努めます。また、障が

い者専用駐車スペースの確保や段差の解消を進めると

ともに、町民への周知を図ります。

企画財政課

まちづくり課

2 しすいふれ愛タクシ

ーの運行

高齢者等の交通弱者を含めた全町民の交通手段の確保

を目的として、乗合タクシー方式による「しすいふれ

愛タクシー」の運行を行います。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

2 生活行動圏の拡大促

進

①福祉タクシーの利用を促進し、また、身体障がい者

自動車改造費助成などの周知と適切な推進を図りま

す。

健康福祉課

②野外での移動が困難な障がいのある人等について、

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参

加のための外出の際の移動を支援します。

健康福祉課
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施策４ バリアフリー体制の整備

【現状と課題】

障がいのある人が暮らしやすい生活環境とは、言い換えれば誰もが暮らしやすい生活環

境であるといえます。バリアフリーという表現がよく用いられますが、そこには様々な意

味が含まれ、従来から言われているハード面のバリアフリーのほか、コミュニケーション

手段などに関するソフト面のバリアフリー化の推進が重要視されています。

アンケート調査結果では、「外出のとき、不便に感じたり困ること」として、「道路や駅

の段差に階段や問題が多い」という回答は第４位となっています。

また、「差別や偏見、疎外感を感じるとき」として、「街角での人の視線」という回答が

３割以上となっており、心のバリアフリーは未だ課題があります。

障がいのある人が社会参加するために、従来のバリアフリー対策に加え、こうした総合

的なバリアフリー化を促進し、差別や偏見のないまちづくりを推進する必要があります。

【主要施策】

１．「バリアフリー新法」等の普及・啓発

２．福祉のまちづくりに関する総合的な取り組み

３．公共施設、コミュニティ施設のバリアフリー化の推進

番号 施策名 施策内容 担当課

1 「 バ リ ア フ リ ー 新

法」等の普及・啓発

障がいのある人や高齢者などに配慮したまちづくりを

総合的に進めるため、関係機関と連携し、「ハ一トビル

法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」など関連法令

や条例の普及・啓発に努めます。

健康福祉課

2 心のバリアフリーの

推進

障がいの有無や国籍に関わりなく、誰もがいきいきと

心豊かに日常生活を送り、社会活動を行うことができ

る社会の実現を目指し、ユニバーサルデザインの考え

方を踏まえたまちづくりを推進していきます。

関係課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 福祉のまちづくりに

関する総合的な取り

組み

障がいのある人の生活動線を考慮し、中心市街地をは

じめ、町内の公共施設、道路空間などの整備状況につ

いて、障がいのある人や一般町民の参画を図りながら

実態把握に努めるとともに、その結果に基づく福祉マ

ップ等の作成に取り組みます。

健康福祉課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 公共施設、コミュニ

ティ施設のバリアフ

リー化の推進

障がいのある人の公共施設利用を高め、社会参加を促

進するため、公共施設の整備を進めるとともに、身近

な活動拠点であるコミュニティ施設の改善を支援しま

す。

関係課
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４．安全で快適な道路歩行空間の整備

５．身近な公園等の整備

番号 施策名 施策内容 担当課

1 安全で快適な道路歩

行空間の整備

①道路整備にあたって障がいのある人が安全な歩行や

自由な通行ができるよう、歩道の段差解消、視覚障が

いのある人のための点字ブロックの整備並びに音響信

号機の設置要望を進めるとともに、ベンチの設置など

障がいのある人をはじめ高齢者や児童などに配慮し

た、うるおいある歩行空間の確保に取り組みます。

まちづくり課

総務課

②障がいのある人が安全に通行できるよう、町民の理

解と協力を求め、路上の看板や放置自転車など障害物

の除去に努めます。

まちづくり課

総務課

③障がいのある人に対する交通安全教育の充実やドラ

イバーなど一般町民の障がいのある人への配慮を促す

啓発活動を進めます。

総務課

番号 施策名 施策内容 担当課

1 身近な公園等の整備 公園・広場は町民の憩いの場であり、相互がふれあう

場ともなることから、障がいのある人の利用に配慮

し、段差の解消に努めます。

まちづくり課
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第５章 計画推進のために

第１節 計画の推進に係る各組織の役割

この計画を推進するに当たっては、すべての住民が障がいと障がいのある人に対する理

解を深め、社会的意識を高めていくとともに、行政はもとより、障がいのある人、家庭、

地域社会、学校、団体、企業などが、それぞれの役割を果たしながら互いに連携・協力し、

施策の展開をします。

１ 地域社会

地域における多様な人々との交流を通じ、障がいのある人が参加できる行事や地域活動

の機会を設けるとともに、近隣が互いに助けあう地域づくりを進めるなど、障がいのある

人やその家庭を地域全体で支援します。

２ 学校

障がいのある児童一人ひとりの個性を伸ばし、社会的な自立や社会参加を促進するため

に、障がいの特性や程度に応じたきめ細かな指導を通して、持てる力を最大限に発揮でき

るような適切な教育を推進します。

また、障がいのない児童・生徒が、障がいのある児童・生徒に対して正しく理解し、障

がいに対する認識を深めるために、互いに思いやれる豊かな心の育成を図ります。さらに、

交流教育や福祉教育を拡充し、障がいに対する意識面でのバリアフリーに努めます。

３ 団体

障がい者関係団体は、障がいのある人やその家庭の福祉の向上を目指し、自立した自主

的な運営ができるように努めるとともに、地域住民の理解を一層深めるための働きかけを

推進します。

４ 企業

障がいのある人が安定した生活を営むためには、適性と能力に応じて、障がいのない人

と共に生きがいを持って働けるような職場が望まれています。企業自らも地域社会の構成

員であるという自覚のもとに地域に貢献していくことが、今後の大切な役割の一つです。

５ 行政

行政の役割は、住民の総合的な福祉の向上を目指して、広範にわたる障がい者施策を総

合的かつ、一体的に推進することです。

そのためには、各組織の役割を踏まえながら、行財政の効率的な運営と執行体制の整備

を図るとともに、障がいのある人や障がいのある人を支える家族などのニーズを的確に把

握し、各組織の特性に応じたきめ細かな施策を推進します。

そして、施策の展開に当たっては、障がいのある人のまちづくりへの参画機会を拡充し
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ながら、必要な情報を的確に提供し事業運営に努めます。

第２節 計画の達成状況の点検及び評価

本計画は、関係者及び関係機関が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、

その進捗状況を確認しながら工夫・改善を重ね、着実に取り組みを進めていくことが必要

になります。

目標を実現するための指標の達成に向けて、関係各課等に事業の実施状況を照会し、施

策の進捗状況を把握します。また、令和５年度に策定する「第７期酒々井町障がい福祉計

画」及び「第３期酒々井町障がい児福祉計画」の成果指標や活動指標の達成状況について、

利用者や事業者の視点を十分に踏まえて分析、評価を行います。さらに、障がいのある人

の保護者の代表者や有識者等で構成する第三者委員会等において点検評価を行い、必要に

応じ施策内容の改善・見直しを実施します。

また、各事業の「ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ：計画、Ｄｏ：実行、Ｃｈｅｃｋ：確認・評価、

Ａｃｔｉｏｎ：改善）サイクル」に基づき、計画の評価・改善を行っていきます。

ＰＬＡＮ（計画）

各事業、目標値を設定するととも
に、その確保方策等を定める。

ＤＯ（実行）

計画の内容を踏まえて、事業を
実行する。

ＣＨＥＣＫ（確認、評価）

事業の実施状況を検証し、達成状
況の分析、評価を行う。

ＡＣＴＩＯＮ（改善）

年度評価等の結果を踏まえ、必要
があると認めるときは、計画の変更
や事業の見直し等を実施する。

第４次酒々井町
障がい者計画
PDCAサイクル


